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人
事
案
件

▽
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に

つ
い
て
＝
現
委
員
の
泉せ
ん
だ田
佳け
い
い
ち一

さ
ん
（
朝
日
町
）
の
任
期
が
、

本
年
６
月
19
日
を
も
っ
て
満
了

と
な
る
が
、
引
き
続
き
選
任
し

た
い
と
し
て
、
地
方
公
務
員
法

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対
し

同
意
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

選
任
に
つ
き
全
員
一
致
で
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

▽
館
林
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

　

令
和
３
年
館
林
市
議
会
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
４
日
か
ら

21
日
ま
で
の
18
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
、
議
案
10

件
、
報
告
２
件
で
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り

同
意
、
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
１
件
の
審
議
が
行
わ
れ
、
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
定
例
会
最
終
日
に
は
、
提
出
さ
れ
た
動
議
の
審

議
が
行
わ
れ
、
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

に
伴
い
、
個
人
市
民
税
の
均
等

割
の
非
課
税
限
度
額
に
つ
い
て
、

そ
の
基
準
の
判
定
に
用
い
る
扶

養
親
族
の
範
囲
を
扶
養
控
除
の

取
扱
い
と
同
様
と
す
る
ほ
か
、

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制
の
延
長
に
伴
い
、
医
療
費
控

除
の
特
例
の
適
用
年
度
を
延
長

す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
福
祉
医
療
費
助
成
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

群
馬
県
福
祉
医
療
費
補
助
金
交

付
要
綱
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
を
将
来

に
わ
た
り
安
定
的
で
持
続
可
能

な
制
度
と
す
る
た
め
、
一
定
の

所
得
の
あ
る
重
度
心
身
障
が
い

者
等
に
医
療
費
の
自
己
負
担
分

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
と

す
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
館
林
市
都
市
計
画
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

専
決
処
分
し
、
地
方
自
治
法
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対
し
承

認
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
全

員
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
令
和
３
年
度

館
林
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
））
＝
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
補

正
予
算
を
専
決
処
分
し
、
地
方

自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会

に
対
し
承
認
を
求
め
ら
れ
た
も

の
で
、
全
員
一
致
で
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

補
正
予
算

▽
令
和
３
年
度
館
林
市
一
般　

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
＝

１
億
５
７
５
４
万
７
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
９
５
億
５

０
１
７
万
２
０
０
０
円
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

報
告

▽
令
和
２
年
度
館
林
市
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
の
繰
越
報
告
に

を
追
加
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
市
道
７
０
７
５
号
線
の
路
線

廃
止
に
つ
い
て
＝
開
発
行
為
に

よ
る
道
路
の
付
替
え
に
伴
い
、

起
終
点
の
変
更
と
な
る
路
線
を

廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

専
決
処
分

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
税
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

＝
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
本
年
３
月
31
日
に

公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
館

林
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
専
決
処
分
し
、
地

方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
議

会
に
対
し
承
認
を
求
め
ら
れ
た

も
の
で
、
全
員
一
致
で
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

▽
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
館
林
市
都
市

計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）
＝
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
本
年
３

▽
館
林
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し

た
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康

保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て
、
本

年
度
も
引
き
続
き
実
施
す
る
た

め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
省
エ
ネ
基
準
へ
の
適
合

義
務
制
度
の
対
象
が
中
規
模
の

非
住
宅
建
築
物
ま
で
拡
大
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
適
合
性

判
定
等
に
係
る
手
数
料
の
規
定


